
利 用 案 内 

１ 貸 出 教 材 ＶＨＳ、ＤＶＤ教材等 

２ 貸 出 機 材 ビデオプロジェクター、ワイヤレスアンプ、スクリーン等 

３ 貸出期間、数量 原則として 6日間、1回 5本まで 

４ 使 用 料 無料 

５ 利 用 範 囲 市内の学校、施設、団体の学習活動 

６ 利 用 資 格 16㎜映写機を操作する人は講習会修了者のみ 

７ 申 込 方 法 先ず電話で予約し、5日前までに申請書提出 

８ 利用上の注意 

(1)破損した場合は、修理せずに、そのまま返却してください。 

（破損の部分がわかるようにしておき、センターまでご連絡ください。） 

(2)教材等を紛失したり、はなはだしく破損した場合は、弁償していただきます。

取扱には十分注意してください。 

(3)借り受けた教材等は、教育活動または文化活動の目的のために利用し、営利目

的には利用できません。 

(4)教材、機材を他に転貸することはできません。 

(5)機器の利用に際しては、著作権法に違反しないようにしてください。教材の複

製は著作権法違反です。 

９ 申込み・問合せ先 〒275-0001 習志野市東習志野 3-4-4 

                                    習志野市総合教育センター 

                                        （電話）047-476-1715 
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習志野市総合教育センター貸出機材一覧 

令和３年 4月 1日現在 

・ビデオプロジェクタ 4台  

管理番号 型   番 主  な  特  徴 

301-5 エイキ LC-7000 パソコン入力（SVGA可） 

301-6 エイキ LC-XB20 ビデオ入力・パソコン入力可 

301-7 サンヨーLP-XU47 ビデオ入力・パソコン入力可 

301-8 TG-3000K パソコン入力可 

301-9 TG-3000K パソコン入力可 

301-10 NP-M311 HDMI可 

301-11 PT-LW330 HDMI可 

・DVDプレーヤー 3台 

管理番号 方式 型   番 主   な   特   徴 

400-01 DVD DVD-HP171 ポータブルDVDプレーヤー 

400-02  DVD-HP171  

400-03  DVP-SR200P  

・スクリーン 8台 

管理番号 規   格 主  な  特  徴 

60-8 240×180  

60-9 180 × 180 三脚スタンド式 

60-10 180 × 180 三脚スタンド式 

60-11  簡易型 

62-1 240 × 180 布 製 

62-2 280 × 210 布 製 

63-1 240 × 180 吊り下げ式 

63-3 170 × 190 吊り下げ式 

63-4 150 × 150 吊り下げ式 

 

・映写関係機材 

品   名 数 量 主  な  特  徴 

暗   幕   

巻 取 機 5セット  

空リール 12個  

シネスコープ用レンズ 2個 北辰用(レンズホルダー付)：映機 SSL-1〈H〉用 

ズームコンバーターレンズ 2個 北辰用(レンズホルダー付) 

コンバージョンレンズ 3個 映機SSL-1〈H〉用：エルモCL-250S用 

 

※必ずお電話でお問い合わせの上、借用申請をお願いいたします。 


